
分野別施策

Ⅳ

農業体験（田植え）
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Ⅳ．分野別施策

【基本方針１】健やかに暮らし互いを認め合い支え合えるまちをつくる
　誰もが健やかで自立した生活を送ることができるよう、医療・福祉などの関係機関とも連携
して、互いを認め合い、支え合って人の絆を大切にする地域づくりを目指します。

施策目標 全ての人が多様な人権問題に対する正しい理解と認識を深めるとともに、男女
があらゆる機会を通じて参画できる社会の実現を目指します。

評価指標 女性の活躍を多面的に支援する地域だと思う人の割合
現状値（令和元年度）7.5％→目標値（令和７年度）10.0％

人権・男女共同参画施策１

施策目標 国際理解を深める機会を提供するとともに、外国人市民が暮らしやすい環境を
整えます。

評価指標 多文化共生の取組に対する満足度
現状値（令和元年度）2.92 点（５点満点）→目標値（令和７年度）3.10 点

国際化・多文化共生施策２

　市民が安心して生活できるよう互いの多様性を認め合い、人権を尊重する心豊かな人を育みます。

施策目標 一人一人が尊重され、健やかに暮らせるよう、地域で共に助け合い、支え合う
地域社会の実現を図ります。

評価指標 頼りになる知り合いが近所にいると感じている人の割合
現状値（令和元年度）53.0％→目標値（令和７年度）55.0％

地域福祉施策３

　慣れ親しんだ生活環境の中で、誰もが健康で、安心して自立した生活を送ることができるよ
う、互いに支え合い、助け合う環境づくりに取り組みます。

施策目標 障がいのある人が、その人らしく安心して地域で生活が送れるよう、一人一人の状
況に応じたサービスの提供に努めるとともに、社会参加や就労の促進を図ります。

評価指標 障がい者福祉の取組に対する満足度
現状値（令和元年度）2.96 点（５点満点）→目標値（令和７年度）3.00 点

障がい者福祉施策４

施策目標 高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう支援し、生きがいづくりや自
主的な社会参加活動を推進します。

評価指標 老後に不安を感じている人の割合
現状値（令和元年度）69.9％→目標値（令和７年度）65.0％

高齢者福祉施策５

　市民が互いに協力し合える地域福祉活動を推進するとともに、高齢者や障がい者が地域の
中で生きがいを持った生活を送ることができ、積極的に社会参加できるような環境を整えます。

施策目標 市民が健康で生き生きと暮らせるよう、一人一人の主体的な健康づくりと個人
の取組を支援できる社会づくりを目指します。

評価指標 食生活の改善や運動など、健康管理のための取組をしている人の割合
現状値（令和元年度）63.9％→目標値（令和７年度）67.0％

健康づくり施策６

　誰もが健康的な生活を送り、生涯を通じて健康の保持と増進を図る取組を推進するととも
に、医療機関等との協力体制の充実を図り、地域医療提供体制の強化に取り組みます。

１.前期基本計画（分野別施策）における施策の方向性
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【基本方針２】安全で快適に暮らせるまちをつくる
　日常生活を支える快適な住環境を保ち、地域の特性に応じた都市基盤の計画的な整備を実施
します。また、犯罪や事故が起こりにくく、災害に強い安全で住み良い環境づくりを目指します。

施策目標 都市機能を支える幹線道路の整備を推進するとともに、生活道路の利便性の向上や河
川の機能充実を図ります。

評価指標 道路・河川の取組に対する満足度
現状値（令和元年度）2.81 点（５点満点）→目標値（令和７年度）3.04 点

道路・河川施策９

　首都近郊に位置し、鉄道や国県道が整備されている本市の生活利便性を更に高める道路交通網の
整備や大雨等の自然災害に強い河川や水路整備を推進します。

施策目標 誰もが安心して住み続けられるよう、計画的で適正な土地利用の誘導により、都市機
能を集約し、生活を支える基盤づくりと利便性の向上を推進します。

評価指標 市街化区域の平均地価公示価格
現状値（令和元年度）63,575 円 /㎡→目標値（令和７年度）64,800 円 /㎡

都市づくり施策10

　安心して生活できるよう都市基盤を整備し、圏央道インターチェンジに近接する立地条件を生か
して、商業や工業の恒常的な発展を進めるとともに、企業誘致を推進します。

施策目標 市民や関係機関との連携強化を図り、不測の事態に対応できる、災害に強く防犯体制
が充実した地域づくりを推進します。

評価指標 職場や地域での防災訓練に参加している人の割合
現状値（令和元年度）48.7％→目標値（令和７年度）50.0％

危機管理・防災・防犯施策８

　市民の防災意識や防犯意識を高め、地域や企業などとの連携を強化することにより、災害に強く、
犯罪が起きにくい自主防災・防犯の地域づくりに取り組むとともに、消防署、消防団等が連携して
市民が安心して生活ができる地域消防力の強化を図ります。消防や医療機関との連携により救急ニー
ズの多様化への対応や救急活動体制の充実に努めます。

施策目標 交通事故が起こりにくい環境をつくるとともに、公共交通の利用促進を図り、安全に
移動できる環境をつくります。

評価指標 普段、できるだけ公共の交通機関を利用している人の割合
現状値（令和元年度）33.7％→目標値（令和７年度）34.0％

交通施策７

　高齢社会を見据えた公共交通の充実を図り、移動困難者への対策を推進します。

施策目標 安全で安定した水道水の供給体制の維持に努めます。

評価指標 水道の取組に対する満足度
現状値（令和元年度）3.37 点（５点満点）→目標値（令和７年度）3.46点

水道施策11

施策目標 都市の健全な発達、公衆衛生の向上及び公共用水域の水質保全に努めます。

評価指標 下水道の取組に対する満足度
現状値（令和元年度）2.99 点（５点満点）→目標値（令和７年度）3.05 点

下水道施策12

　災害時でも安定した水道の供給や下水道の処理ができる災害に強い強
きょう

靭
じん

なまちづくりを推進します。

分
野
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策
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Ⅳ．分野別施策

【基本方針３】子どもがのびのびと成長し地域の絆で育むまちをつくる
　安心して子育てができ、子どもがのびのびと育つよう、子育てを全力で応援します。また、
コミュニティ・スクールを基盤とした小中一貫教育を通して児童生徒の能力と個性を引き出し、
自ら考え、自らの手で未来社会を切り拓

ひら

く力を育むまちを目指します。

施策目標 次世代を担う子どもを安心して産み、育てることができる環境をつくります。

評価指標 子育て支援に積極的だと感じている人の割合
現状値（令和元年度）22.5％→目標値（令和７年度）25.0％

子育て支援施策13

　妊娠から出産、育児に至るまで、全ての子育て家庭が安心して子育てができるよう、地域の連携
とふれあいの輪を広げ、子育て環境の一層の充実を図るとともに、児童虐待の未然防止や早期発見・
早期対応に努めます。

施策目標 地域とともにある学校で児童生徒の確かな学力、豊かな心、健やかな体を育成し、主
体性と思いやりの心を持つ人を育てます。

評価指標 各学校の取組に対するアンケートで「満足（8割）」と答えた保護者の割合
現状値（令和元年度）34.0％→目標値（令和７年度）60.0％

学校教育施策14

　家庭、学校、行政などが連携して地域に根ざした本市だからこそ可能な教育に取り組むとともに、
児童生徒の学力と体力を伸ばし、創造性や主体性豊かな子どもを育む学校教育や教育環境の充実を
図ります。

施策目標 地域と連携・協働した教育の推進により、学校、家庭、地域が一体となり、次世代を
担う子どもたちの健全な育成と郷土愛の醸成を図ります。

評価指標 子育てについて地域で支え合う雰囲気があると感じている人の割合
現状値（令和元年度）21.0％→目標値（令和７年度）22.5％

青少年健全育成施策15

　地域や社会で活躍できる青少年を育成し、自らの生き方を主体的に選択し、生き生きと学習でき
る環境を整えます。
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施策目標 豊かな自然を次世代に引き継ぐため、自然環境の保全や地球温暖化対策を推進します。

評価指標 住んでいる地域の自然環境は守られていると感じている人の割合
現状値（令和元年度）58.2％→目標値（令和７年度）61.0％

自然環境施策17

　奥武蔵の山々を望めるなど市内外の多くの人を魅了する憩いの空間を守るため、自然環境の保全に努めます。

施策目標 循環型社会構築のため、限りある資源を有効に活用するとともに、衛生的な生活環境
を確保するため、市民生活から排出される廃棄物を適正に処理します。

評価指標 市民１人当たりの可燃ごみ排出量
現状値（令和元年度）192㎏ / 人→目標値（令和７年度）183㎏ / 人

循環型社会施策18

　ごみの減量と資源の有効活用を推進し、更なる循環型社会づくりを推進します。

施策目標 快適で衛生的な生活環境の確保に努めます。

評価指標 住んでいる地域について快適な環境だと感じている人の割合
現状値（令和２年度）82.7％→目標値（令和７年度）83.0％

生活環境施策16

　都心に近接し交通に比較的恵まれた立地条件の中で市民が安らぎを感じ、安心して暮らせる良好
な生活環境の充実に努めます。

【基本方針４】豊かな自然と調和したまちをつくる
　日和田山や巾着田、高麗川の清流に代表される豊かな自然と共生した暮らしを次世代に継承していくた
め、自然環境と生活環境の調和を図り、循環型社会の形成に取り組み、環境負荷の少ないまちを目指します。

【基本方針５】魅力にあふれ活気に満ちたまちをつくる
　本市の恵まれた立地条件を生かし、農業・工業・商業バランスの取れた産業の振興を図ります。また、豊かな自
然と市内各地に存在する歴史的財産を生かし、遠足の聖地である高麗郷を中心とした特色ある観光地を目指します。

施策目標 本市の財産である自然や歴史を生かし、観光地としての魅力を高めます。

評価指標 住んでいる地域に観光などでの訪問客が増えていると感じている人の割合
現状値（令和元年度）29.9％→目標値（令和７年度）30.0％

観光施策21

　豊かな自然と安らぎの水辺環境、市内各地に存在する歴史的財産を生かし観光スポットの魅力向上を図ります。

施策目標 農地及び山林の有効活用を図り、魅力ある農産物の生産力を高め、農林業の振興に取り組みます。

評価指標 農林業の取組に対する満足度
現状値（令和元年度）2.83 点（５点満点）→目標値（令和７年度）3.00 点

農林業施策19

　首都40km圏に位置し鉄道や道路交通網に恵まれた立地条件の中で、農林業と商工業をバランス
良く発展させ、安心と活気にあふれたまちづくりを推進します。

施策目標 市内事業者や、市内での創業を支援するとともに、事業者と連携して地域経済の安定
的成長と持続的発展を目指します。

評価指標 住んでいる地域に活気があると感じている人の割合
現状値（令和元年度）15.4％→目標値（令和７年度）20.0％

商工業施策20

分
野
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Ⅳ．分野別施策

施策目標 時代のニーズを踏まえ、持続可能で効率的な行政運営を目指します。

評価指標 行政運営の取組に対する満足度
現状値（令和元年度）2.85 点（５点満点）→目標値（令和７年度）3.00 点

行政運営施策25

　市民に恒常的かつ適切なサービスを提供し続ける行政運営の強化を図るため、効率的な行
政運営と安定した財政基盤の確保に努めます。
　地域間連携や産学官連携を進め広域的な課題に対応するとともに、それぞれの強みを生か
した地域課題の解決を図ります。

施策目標 健全で効率的な財政運営を行います。

評価指標 財政力指数
現状値（令和元年度）0.88 →目標値（令和７年度）0.88

財政運営施策26

【基本方針７】信頼される行政運営を推進するまちをつくる
　時代の変化に柔軟に対応できる持続可能な行政運営と健全な財政運営に努めます。また、行
政の透明性を高めるとともに、誰もがまちづくりに参画できる機会を設け、多様化する市民の
意見を市政に反映し、市民の視点に立った行政サービスを目指します。

施策目標 市民参加活動や地域コミュニティ活動を活発にするとともに、行政情報の発信
や広聴活動の充実により、行政と市民との情報共有を図ります。

評価指標 地域活動やボランティアなどで社会のために活動してみたいと感じている人の割合
現状値（令和元年度）39.9％→目標値（令和７年度）43.0％

市民参加・情報共有施策24

　市民の情報格差をなくし、情報化の恩恵を享受するSociety5.0 の実現に向けて取り組むと
ともに、市民との協働による地域コミュニティの充実に努めることにより、市の活力を維持し、
市民が積極的にまちづくりに取り組む環境の醸成を図ります。

【基本方針６】�生涯にわたり生きがいを持って学べるまちをつくる
　市民一人一人が高麗郡建郡 1300年の歴史ある郷土を愛し、また、自らの持つ能力や経験を最大限に発揮し、
地域や社会に生かすことで生涯にわたり喜びをもって学び続け、心豊かに生きることができる社会を目指します。

施策目標 誰もが生涯にわたって、自分を磨き、能力や経験を最大限に発揮し、地域や社会に生
かすことで心豊かな人生を送れるよう、市民の生涯学習を支援します。また、健康で
明るく、活力ある市民生活を送れるようスポーツ・レクリエーション活動を支援します。

評価指標 生涯学習活動に参加している人の割合
現状値（令和元年度）11.3％→目標値（令和７年度）12.0％

生涯学習・社会教育施策22

　市民が自主的・主体的に学習活動を行うことができる場の充実に努め、生涯学習活動の積極的な推進を図ります。

施策目標 先人が築き上げてきた郷土の歴史や伝統を次世代に継承し、学びの提供を行う
とともに、充実した芸術文化活動の参加機会を提供します。

評価指標 自慢したい地域の風景や名所があると感じている人の割合
現状値（令和元年度）46.4％→目標値（令和７年度）48.0％

歴史・文化施策23

　市内各地に存在する歴史的財産や先人から伝承されてきた日高市特有の文化を後世に引き
継ぎ、ここにしかないふるさとづくりに取り組みます。
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（１）分野別計画におけるSDGsの位置付け
　SDGs（Sustainable�Development�Goals：持続可能な開発目標）は、平成 27 年（2015 年）
9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」にて記載された平
成 28年（2016 年）から令和 12年（2030 年）までの国際目標です。
　持続可能な世界を実現するための 17のゴール・169 のターゲットから構成され、「地球上の誰
一人として取り残さない（leave�no�one�behind）」ことを誓っています。本計画では、その考え
を踏まえ主要施策ごとに対応するゴールを設定し、計画を推進していきます。

〔前期基本計画〕　例：【基本方針２】安全で快適に暮らせるまちをつくる

主要施策

交通
（ゴール設定）

危機管理・防災・防犯
（ゴール設定）

道路・河川
（ゴール設定）

都市づくり
（ゴール設定）

水道
（ゴール設定）

下水道
（ゴール設定）

２．分野別計画とSDGs

分
野
別
施
策
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（２）分野別計画における SDGs の推進
　本計画における主要施策 26項目と SDGs の 17 ゴールとの対応は、以下のとおりです。

〔主要施策と SDGs/ ゴールの対応表〕

Ⅳ．分野別施策

施 策 区 分

SDGs/ ゴール

施策１� 人権・男女共同参画 〇 〇 〇
施策２� 国際化・多文化共生 〇
施策３� 地域福祉 〇 〇 〇
施策４� 障がい者福祉 〇
施策５� 高齢者福祉 〇 〇
施策６� 健康づくり 〇
施策７� 交通 〇
施策８� 危機管理・防災・防犯 〇
施策９� 道路・河川

施策10� 都市づくり

施策11� 水道 〇
施策12� 下水道 〇
施策13� 子育て支援 〇 〇 〇
施策14� 学校教育 〇
施策15� 青少年健全育成 〇
施策16� 生活環境 〇 〇
施策17� 自然環境 〇 〇
施策18� 循環型社会 〇
施策19� 農林業 〇 〇
施策20� 商工業 〇
施策21� 観光

施策22� 生涯学習・社会教育 〇
施策23� 歴史・文化

施策24� 市民参加・情報共有

施策25� 行政運営

施策26� 財政運営
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SDGs/ ゴール

〇 〇 〇 〇

〇 〇

〇 〇

〇 〇

〇 〇 〇 〇

〇

〇 〇

〇 〇

〇 〇 〇 〇

〇 〇

〇 〇

〇 〇

〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇

〇

〇

〇 〇

〇

〇 〇

〇 〇

〇 〇 〇 〇
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3. 前期基本計画　施策と施策の展開一覧
【基本方針１】
健やかに暮らし互いを認め合い支え合える
まちをつくる

（１）人権啓発の推進
（２）男女共同参画社会の形成の促進

人権・男女共同参画施策１

（１）国際交流活動の推進
（２）�外国人市民に優しいまちづくり

の推進

国際化・多文化共生施策２

（１）地域福祉推進体制の充実
（２）低所得者などに対する支援の充実
（３）民生委員・児童委員の活動支援

地域福祉施策３

（１）地域生活の支援
（２）就労への支援
（３）医療費の助成

障がい者福祉施策４

（１）高齢者の健康づくり推進
（２）高齢者の地域生活支援
（３）介護保険サービスの充実

高齢者福祉施策５

（１）健康長寿の促進
（２）�生活習慣病の発症・重症化予防

の推進
（３）健康を支え守るための環境整備
（４）�国民健康保険制度・後期高齢者

医療制度の健全な運営及び国民
年金制度の趣旨普及

健康づくり施策６

【基本方針２】
安全で快適に暮らせるまちをつくる

（１）公共交通の利用促進
（２）�高齢者等の移動困難者の交

通手段の確保
（３）交通安全の推進
（４）自転車安全利用の推進

交通施策７

（１）県道や都市計画道路の整備促進
（２）生活道路の整備
（３）道路の維持管理
（４）橋の維持管理と河川環境の保全

道路・河川施策９

（１）�地域の特性に応じた土地利用の
推進

（２）安心で良好な住環境の整備・保全
（３）土地区画整理事業の推進
（４）安心で魅力ある公園・緑地づくり
（５）産業用地の創出

都市づくり施策10

（１）防災体制の強化
（２）消防体制の強化
（３）防犯活動の推進

危機管理・防災・防犯施策８

（１）安心で安定した水道水の供給
（２）災害に強い給水体制の確立
（３）水道事業の運営基盤の強化

水道施策11

（１）汚水処理施設の整備
（２）雨水処理施設の整備
（３）下水道施設の維持管理

下水道施策12

【基本方針３】
子どもがのびのびと成長し地域の絆で育む
まちをつくる

（１）多様な保育サービスの提供
（２）子育て環境の充実
（３）ひとり親家庭の自立支援

子育て支援施策13

（１）�確かな学力の育成、豊かな心
の育成及び健康・体力の増進

（２）質の高い学校教育の推進
（３）�コミュニティ・スクールを基

盤とした小中一貫教育の推進
（４）�小・中学校の統合を含む施設

環境の維持向上
（５）学校給食の充実

学校教育施策14

Ⅳ．分野別施策
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【基本方針４】
豊かな自然と調和したまちをつくる

（１）緑と清流の保全
（２）�地球温暖化やその他の環境問題へ

の取組

自然環境施策17

（１）ごみの減量と再資源化の推進
（２）ごみの適正な処理
（３）し尿の適正な処理

循環型社会施策18

（１）生活環境の保全
（２）河川等の水質汚濁の防止

生活環境施策16

【基本方針５】
魅力にあふれ活気に満ちたまちをつくる

（１）�自然と歴史を生かした観光地整
備の推進

（２）広域で連携した観光の推進
（３）観光誘客の推進
（４）魅力を活用した体験型観光の推進

観光施策21

（１）農業の振興
（２）魅力ある農産物の生産支援
（３）林業の振興

農林業施策19

（１）企業への支援
（２）商工振興活動の支援
（３）労働環境の改善と就労支援
（４）多様な働き方のできる環境の実現

商工業施策20

【基本方針６】�
生涯にわたり生きがいを持って学べるまちを
つくる

（１）生涯学習の推進
（２）公民館の充実
（３）�スポーツ・レクリエーションの

振興
（４）読書に親しめる環境の整備

生涯学習・社会教育施策22

（１）文化財の保護と活用
（２）芸術・文化の振興

歴史・文化施策23

【基本方針７】
信頼される行政運営を推進するまちをつく
る

（１）持続可能な行政運営の推進
（２）広域行政・産学官連携の推進
（３）情報化の推進
（４）市民サービスの向上

行政運営施策25

（１）健全な財政運営の推進
（２）財源の確保
（３）公有財産の適正な維持管理

財政運営施策26

（１）市民参加活動の推進
（２）地域コミュニティ活動の促進
（３）�広報広聴・情報発信・情報公開

の推進
（４）魅力を活用した情報発信

市民参加・情報共有施策24

（１）郷土愛の醸成
（２）青少年の健全育成
（３）�体験活動・多世代との交流活動

の推進

青少年健全育成施策15

※基本方針・施策の番号はそれぞれの優先度を示すものではなく、予算科目を参考に付した管理番号です。
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評価指標
施策の達成度を測るための指標を設定
しています。

※評価指標について
〇施策１、３、５～８、14～17、20～24�
まちづくり市民アンケート調査等のア
ンケート調査で、「そう思う、まあそう
思う」や「している、ある程度している」
などと回答した人の割合です。
〇施策２、４、９、11、12、19
まちづくり市民アンケート調査で、各
施策の満足度についての回答を次のよ
うに点数化し総和平均値により評価し
ました。
　満足　　　　５点
　やや満足　　４点
　普通　　　　３点
　やや不満　　２点
　不満　　　　１点

この施策がどの SDGs のゴールに対応
するかを表しています。

施策の見方

施策番号、名称

基本方針 1　健やかに暮らし互いを認め合い支え合えるまちをつくる

人
権
・
男
女
共
同
参
画

52 53

施策の展開

　 （1）人権啓発の推進
　　 ① 全ての人が様々な人権課題について正しく理解し、互いを尊重しながら平和で共生できる

社会を実現するため、家庭、学校、地域など、あらゆる機会を通じて、人権教育、啓発な
どを推進します。

　　 ② いじめや LGBT ※ 2 への差別などの人権問題について、解決や解消に向けた援助をするた
め、人権に関する相談体制の充実を図ります。

（2）男女共同参画社会の形成の促進【１－（2）女性の活躍支援】
　　 ① 性別にとらわれることなく、誰もが個性や能力を発揮できる社会を実現するため、男女共

同参画意識の普及及び啓発、仕事と家庭の両立支援、女性の活躍推進などを図ります。
　　 ② 配偶者等からの暴力について、正しい知識の普及及び啓発を行うとともに、被害者の保護

や自立支援を行い、安心した生活が送れるようにするための相談体制の連携強化を図ります。

施策の展開の成果指標

No. 指標名 単位
現状値 目標値

令和元年度 令和7年度

（1） 人権講演会などへの参加者数 人 1,974 2,000

（2） 審議会などにおける女性委員の割合 ％ 43.1 45.0

主な個別計画

第５次日高市男女共同参画プラン　（令和３年度～令和７年度）

施策目標・評価指標

　全ての人が多様な人権問題に対する正しい理解と認識を深めるとともに、男女があらゆる機会を
通じて参画できる社会の実現を目指します。

指標名 単位
現状値 目標値

令和元年度 令和7年度

女性の活躍を多面的に支援する地域だと
思う人の割合 ％ 7.5 10.0

現状と課題

　〇 同和問題をはじめ、家庭内暴力、いじめ、児童・高齢者・障がい者への虐待、インターネット
を利用した人権侵害、ヘイトスピーチ※ 1 など人権を侵害する事案が多様化、複雑化していま
す。市民一人一人の人権意識を高めるため、教育・行政が一体となり、様々な人権課題につい
て、全世代に対して効果的な教育及び啓発を行っていくことが必要です。

　〇 平成 28 年に差別を解消する目的で障がい者差別解消法、ヘイトスピーチ解消法、部落差別解
消推進法（以上 3 法は略称）が施行され、人権問題を解消するための取組をより一層推進し
ていく必要があります。様々な人権問題の実態を把握するとともに、人権侵害に対する救済を
図るため、相談体制の充実と関係機関の連携強化を図っていくことが必要です。

　〇 男女平等意識が年々高まりを見せている中で、女性の活躍が推進され、共働き世帯も増加して
います。一方で、「男は仕事、女は家庭」という性別役割分担意識がいまだに根強く残ってい
ます。家庭での役割分担の見直しや職場における環境整備等を行うことにより、仕事と生活の
調和（ワーク・ライフ・バランス）を図っていくことが必要です。

　〇 配偶者等からの暴力に関して、市への相談件数は増加傾向ではありませんが、全国的に配偶者
暴力相談センターや警察への相談件数、住民票の写しの交付等を制限する支援措置の件数は、
年々増加しています。配偶者等からの暴力については、被害者が相談するほどでもないと認識
している場合も多いため、相談体制を充実し事案の解決を図っていくことが必要です。

※ 1  ヘイトスピーチ　 特定の国の出身であることや子孫であることのみを理由として日本社会から追い出したり、
一方的に危害を加えたりするなどの不当な差別的言動を指す。

※ 2  LGBT　　　　   レズビアン・ゲイ・バイセクシュアル・トランスジェンダーの頭文字を取った言葉で、性的
少数者を表す言葉の一つ

人権・男女共同参画施策

1
0 10 20 30 40 50（％）

柔軟な勤務制度（短時間勤務や在宅勤務、
フレックスタイム制度など）の導入

育児・介護休業制度を利用できる職場環境の整備
男性による家事・育児・介護参加への職場や周囲の理解と協力

給与等の男女間格差の解消
女性の就労への家族や周囲の理解と協力

年間労働時間の短縮
育児・介護休業中の賃金その他の経済的給与の充実

地域の保育施設や保育内容（保育時間の延長など）の充実
育児・介護による退職者を再雇用する制度の導入
男性の家事・育児・介護における能力や機会の向上

職業上、必要な知識・技術等の職業訓練の充実
その他

分からない
無回答

41.1
38.8

30.3
29.3

23.8
23.0
22.8
22.7

14.3
10.3

3.8
1.8
2.8
4.2

仕事と家庭を両立するために必要な条件

出典：令和元年度日高市男女共同参画に関する市民意識調査

（複数回答）

〈男女共同参画パネル展〉
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（複数回答）

〈男女共同参画パネル展〉

施策を実現するための具体的な方策を記
述しています。

　
　　はリーディングプロジェクトに該当
していることを表しています。
例）【１ー（２）女性の活躍支援】は、リー
ディングプロジェクトの【基本目標ー具
体的な施策】を表しており、この場合は
基本目標１　誰もが活躍し続けられる仕
事をつくる《しごと》、具体的な施策（２）
女性の活躍支援　となります。

本文中の用語に対して、脚注として説
明を記載しています。

※�「評価指標」及び「成果指標」の算出方
法等については、167ページ資料編「８.指
標一覧表」に掲載しています。

施策の展開と対応する代表的な指標を
１つ設定しています。

Ⅳ．分野別施策
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